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総合エネルギー統計補足調査（電気事業者の発電量内訳調査）実施要領 

 

 

１．業務内容 

総合エネルギー統計補足調査（電気事業者の発電量内訳調査）【一般統計調査】の実施 

 

２．業務目的 

総合エネルギー統計補足調査（電気事業者の発電量内訳調査）（以下「本調査」という。）を実施・

集計し、資源エネルギー庁で別途作成している総合エネルギー統計（エネルギーバランス表）作成の

ためのデータとして活用する。 

 

３．調査の概要 

 ＜１＞調査対象とする事業者 

資源エネルギー庁に発受電月報を報告している事業者のうち、発電実績のある事業者 

（ 約８３０事業者 ） 

＜２＞調査事項・調査対象期間・実施時期 

（１）調査事項：発電種類別の「発電端発電量」「所内用電力量」「送電端電力量」 

※ 「調査票」を参照 

（２）調査対象期間 

     令和４年４月１日から令和５年３月３１日（令和４年度実績） 

（３）実施時期：令和５年６月２０日から７月３１日 

＜３＞調査方法 

郵送調査またはオンライン調査（電子メール）にて実施。 

〔郵送調査〕：調査関係書類を郵送し、返信用封筒により調査票を回収。 

〔オンライン調査〕：Excel形式で作成した電子媒体調査票により電子メールで返送。 

 

４．業務内容 

  実施する業務内容は以下のとおり 

（１）調査名簿の作成 

（２）調査関係書類の印刷 

（３）事前案内等 

（４）調査関係書類の発送 

（５）問い合わせ対応 

（６）調査票受付・画像化処理、データ入力 

（７）督促 

（８）審査・疑義照会、データ修正 

（９）集計・統計表作成 

（10）作業報告書作成等 

 

５．各業務のポイント 

（１）調査名簿の作成 

・対象事業者リスト（事業者名、住所、電話番号、担当者氏名、電子メールアドレスを掲載）は、

電子媒体で資源エネルギー庁長官官房総務課戦略企画室（以下「資源エネルギー庁担当者」という。）

より提供。実務上、補完が必要な場合は適宜補完する。 

・対象件数は、約８３０件（「電力調査統計」令和４年３月実績分で令和３年度調査での対象数。令
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和５年３月実績分までが対象となるため、対象数が変更となる可能性がある。） 

 

（２）調査関係書類の印刷 

・対象事業者に配付する調査関係書類は、①調査票、②協力依頼状、のほか、③送付用封筒、④返

信用封筒 を予定。 

 ・印刷部数は（１）調査名簿の作成 に記載の数が基数となる。 

 ・（１）の「対象事業者リスト」に掲載している電子メールアドレス情報を活用する場合、紙媒体に

よる印刷・送付はしなくてもよい。 

 

（３）事前案内等 

・調査実施（調査票の発送等）前に、調査実施のお願いと実施方法に関する事前案内等を実施する。

なお、前回までの調査実施状況を踏まえ、具体的な案内方法等については、資源エネルギー庁担当者

と調整すること。 

 

（４）調査関係書類の発送 

・郵送の場合、通常郵便で送付。なお、調査票にはプレプリント情報（※）を印字して送付。 

・オンライン（電子メール）の場合、（１）の対象事業者リストに掲載されている担当者のメールア

ドレスに、プレプリント情報（※）を入力した電子媒体調査票（Excel 形式）を送付する（（２）②

協力依頼状（PDF）も同送）。 

・電子媒体調査票（Excel）は、素案は資源エネルギー庁担当者で準備する。受託者側でより効果的

な修正等があれば、調整のうえ対応する。 

・事業者からの回答専用のメールアドレスを設置する。この際のドメイン、メールサーバ等は受託

者又は資源エネルギー庁のいずれかが適切か検討し、より適切な環境を整備する。 

 

（５）問い合わせ対応 

・本調査専用の問い合わせ窓口（電話）を設置する。設置手段、設置期間は資源エネルギー庁担当

者と調整する。 

・応答要領は資源エネルギー庁が提供する。応答要領にない問い合わせに対応した場合は、その内

容を応答要領に追加する。 

・受託者側で処理できない場合は、資源エネルギー庁担当者に連絡し対応を協議する。 

 

（６）調査票受付、データ入力 

・郵送、電子メールで提出された調査票の管理。未提出状況を把握し、督促業務の際の基礎情報と

する。 

・郵送で提出された分（紙媒体）については、データ入力を行う。 

・すべての調査票は、PDF形式で保存する。 

・回収した調査票データは、所定のフォーマットで電子ファイル化する。 

 

（７）督促 

・未提出の事業者への提出依頼を実施する（書面、電話など）。 

・実施時期・回数・頻度は進捗状況・回収状況に応じ資源エネルギー庁担当者と調整する。 

  

（８）審査・疑義照会、データ修正 

・提出されたデータ内容の審査を行う。その際、以下の視点で確認する。 

① 調査票記入欄の、Ａ＝Ｂ＋Ｃ が成り立っているか（必ずしも成り立たない場合があるので、

その際は要因を確認する）。 
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② 記入数値に桁ずれがないか 

③ 計と内訳が合っているか 

④ 前回調査の 2021年度と大きくかい離していないか 

 なお、資源エネルギー庁担当者側で異常データを検出した場合は指示に応じて対応すること。 

 

（９）集計・統計表作成 

・資源エネルギー庁担当者が提示する統計表のフォーマットで集計し統計表を作成する。（参考参照） 

 （集計項目の対象事業者数が２以下の場合、秘匿する必要があるが、この場合、資源エネルギー

庁担当者と調整する。） 

・未提出事業者分の扱いについては、回収状況を見ながら資源エネルギー庁担当者と調整する。 

  

（10）作業報告書作成等 

 ・実施した業務内容をとりまとめる。 

 

（※）プレプリント情報 

◇ 調査票の右上欄に予め設定した「調査 ID」を、「送付先」欄に（１）で整備した名簿情報をもとに、

所在地、企業名・事業所名、部署名、役職名、記入者氏名、法人番号等の情報を印字（電子媒体調

査票の場合は入力）する。 

◇ 調査票の「C 送電端電力量（103Kwh）」欄に、電力調査統計で公表されている各社のデータ（報告

実績値）を印字（電子媒体調査票の場合は入力）する。 

～（イメージ）電力調査統計と本調査の関係 参照 

 

（参考）電力調査統計と本調査の関係 

◇ 本調査は、電気関係報告規則で定める「発受電月報」を提出している電気事業者を対象に実施。 

◇ 提出された「発受電月報」は「電力調査統計」（業務統計）として公表。 

◇ 電力調査統計において、「２－（１）．発電実績」で各社の発電種別発電量が公表されている。 

◇ 「発電実績」は、「送電端電力量」によって報告されているが、本調査は、この実績に関する内訳

である「発電端電力量」、「所内用電力量」を把握するために実施する調査。 

 

電力調査統計データは以下を参照 

https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/electric_power/ep002/results.html 

 

６．実施期間：令和５年６月２０日から７月３１日 

 

７．納品物：調査票データ（PDF個票、個票データ）の電子媒体、集計表の電子媒体、作業報告書 
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（参考）公表している統計表 
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（イメージ）電力調査統計と本調査の関係 

電力調査統計（２-（１）.発電実績） 

 
 

                


